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【令和５年７月】

三本松川 越水（神埼市）

【令和５年７月】

嘉瀬川 溢水（佐賀市）
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洪水、内水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、

もって公共の安全を保持することを目的とする。

河川・ため池・海岸等
洪水

高潮

津波

警戒・防御・被害軽減
公共の
安全を
保持

水防法の趣旨

内水

水防計画
水防計画とは、 水防上必要な

①監視、警戒、②通信、連絡、③ダム又は水門等の操作、④水防のための水防団、消防機関等

の活動、⑤団体間における協力及び応援、⑥水防のための活動に必要な河川管理者の協力、

⑦水防に必要な器具、資材の整備及び運用に関する計画

をいう。
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第 １ 章 総則

第 ２ 章 水防組織

第 ３ 章 水防通信連絡

第 ４ 章 水位の観測、通報及び公表

第 ５ 章 水防警報

第 ６ 章 洪水予報

第 ７ 章 気象等の通報等

第 ８ 章 ダムの管理・水門等の操作

第 ９ 章 巡視及び警戒

第10章 緊急通行

第11章 水防信号及び標識

第12章 協力及び応援

第13章 自衛隊及び警察官の出動要請

第14章 水防管理団体の水防計画

第15章 水防訓練

第16章 水防啓発

第17章 その他

令和8年度水防計画書の記載項目
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令和８年度の主な変更点
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１ 用語の定義の追加・修正

２ 河川管理者等による氾濫等の通報

３ 土砂災害に関する情報・伝達経路の整理

国土交通省資料より引用



【参考】発表される情報の整理

１ 用語の定義の追加・修正
【新旧対照表 P１～２】
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〇高潮予報海岸（法第11条の３、気象業務法（昭和27年法律第165号）第14条の２第２項）
国土交通大臣が、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸。
国土交通大臣は、高潮予報海岸において、気象庁長官及び当該海岸の存する知事と共同して、高潮のおそれの状

況を水位を示して高潮の予報等を行う。

〇【警戒レベル５相当】氾濫発生水位
洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生する水位（堤防天端高（又は背後地盤高））をいう。

市町長の緊急安全確保措置の発令判断の目安となる水位である。
洪水予報河川にあってはレベル５氾濫発生情報及びレベル５氾濫特別警報、水位周知河川にあってはレベル５氾

濫発生情報として防災気象情報を発する。

国土交通省資料より引用



２ 河川管理者等による氾濫等の通報
【新旧対照表 P３、８、10～19】
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水防法第24条の２第２項及び第25条第２項に基づき、知事が氾濫のおそれや堤防等

の決壊を関係市町等へ通知、住民等へ周知する河川を指定 【市町への意見照会結果をもとに指定】

県知事が行う氾濫等又は堤防等決壊の通知、周知、通報

【指定の考え方】

水位周知河川を対象河川として指定 ⇒ 佐賀県は３１河川
【通知、周知の基準】

氾濫危険水位に達した場合に通知、周知を行う

【通知、周知の内容】

河川名、区域、観測所、水位、関係市町、河川等管理者

※対象河川以外の河川についても対象河川の通知、周知に準じて対応予定。

県管理河川

※国管理河川において、「氾濫発生水位」を設定済みの区間については、当該水位を超えた場合に通知、周知の対象

となる予定。

※今後は状況をみて追加等の検討を行う予定

水防法改正
第二十四条の二 河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者が、その管理する河川、下水道又は海岸について、浸水想定区域におけ
る氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府
県知事その他関係者に通報しなければならない。
２ 前項の通報を受けた都道府県知事は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を
直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協
力を求めて、これを一般に周知させなければならない。



３ 土砂災害に関する情報・伝達経路の整理
【新旧対照表 P26～３０ 】
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国土交通省資料より引用



これまで
佐賀地方気象台及び佐賀県から、「佐賀県土砂災害警戒情報第○号」として発表される。
佐賀県一斉指令システムにより、市町へ通報する。

３ 土砂災害に関する情報・伝達経路の整理
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R8出水期から
佐賀地方気象台から、「レベル４土砂災害危険警報」（※）として発表される。
佐賀県一斉指令システムにより、市町へ通報する。

（※）レベル３土砂災害警報の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったとき
に、市町長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町を特定して警戒を呼び
かける情報。

ただし、気象状況によっては、レベル３土砂災害警報を待たずとも、レベル２土砂災害注意報から発表される場合も
あるため、高齢者等避難が発令されなくても、避難指示の検討および発令について躊躇なく判断する必要がある。

【新旧対照表 P26～３０ 】


